
申請から助成までの流れ

1 活動終了後、「子ども会夢活動支援事業申請書」「子ども会夢活動実施計画書」「助成金振込先票」に加えて「事業完了報告書」「支出内訳書（領収書のコピー添付）」「活動の写真・会話等報告書」に必要事項を記入し、潟上市役所文化スポーツ課に提出します。

   ※申請の締切は前期１０月３０日（金）、後期２月２６日（金）となります。

　　締切を過ぎた場合は、審査が間に合わないため受付できません。御注意ください。

2 潟上市子ども会育成会連絡協議会にて各申請事業を審査し、各子ども会への助成額を決定します。

3 審査の後、申請をした子ども会に助成額通知を発送します。後日、助成金振込先口座に助成額が振り込まれます。

※各単位子ども会が助成申請できるのは、複数のイベントを開催する場合であっても、前期・後期通じて助成申請可能事業は１事業となります。

※当事業は飲食代(子どもが調理を体験する場合の食材費等は除く)、子ども達に贈呈する記念品代、エンターテイメント施設への入館料等に対する助成は行いません。また、助成額は類似した企画内容であっても子どもの人数により変わります。あらかじめ御了承ください。
※当事業は、子どもの体験活動に対してのみの補償となります。

※当助成申請は子ども会安全共済に加入していることが条件となります。未加入子ども会は審査対象外となりますのでご注意ください。

※助成に対する判断基準の詳細を希望される場合は、潟上市子ども会育成会連絡協議会理事等にご相談ください。

※事業報告書に添付していただいた写真は年度末に発行する潟子連活動広報チラシに転載させていただく場合がありますので、あらかじめご了承ください。

子ども会夢活動について








秋田県子ども会育成連合会及び潟上市子ども会育成会連絡協議会では「子ども会夢活動支援事業」として、各子ども会の活動に助成しています。前期（４月～１０月）・後期（１１月～２月）に実施するイベントが対象です。


※ほかの助成金と重複して申請することはできません。











　








